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告 示 

鳥取県告示第385号 

 鳥取県統計調査条例（昭和25年鳥取県条例第７号）に基づく県統計調査の実施について、鳥取県統計調査条例

施行規則（平成12年鳥取県規則第20号）第３条第２項の規定に基づき、次のとおり告示する。 

  令和５年８月４日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調査の名称 

  県民の運動・スポーツに関する意識・実態調査 

２ 調査の目的 

  県民の運動・スポーツに関する活動の実態や意識・要望を調査し、運動・スポーツに関する県民の実状を総

合的に把握し、今後の本県における生涯スポーツの推進施策の基礎資料を得ることを目的とする。 

３ 調査対象の範囲 

令和５年４月１日現在で20歳以上の県内に在住する者 

４ 報告を求める事項及びその基準となる期日 

(１) 報告を求める事項 

ア 健康に関する意識について 

イ 運動やスポーツの活動状況について 

ウ 今後の運動・スポーツへの意識（国民スポーツ大会を含む）・要望等について 

エ その他について 

(２) 基準となる期日 

調査票記入日 

５ 報告を求める者 

住民基本台帳を母集団情報として、市町村別に層化二段無作為抽出により抽出した1,500人 

６ 報告を求めるために用いる方法 

別に定める調査票を調査対象に郵便等で送付し、又は送信し、これを回収し、又は受信するとともに、質問

する方法で行う。 

７ 報告を求める期間 

令和５年８月14日から同年９月18日まで 

８ 調査票情報の保存期間 

令和６年３月31日まで 

９ 結果の公表方法 

鳥取県のホームページで公表する。 

                                                    

鳥取県告示第386号 

鳥取県統計調査条例（昭和25年鳥取県条例第７号）に基づく県統計調査の実施について、鳥取県統計調査条例

施行規則（平成12年鳥取県規則第20号）第３条第２項の規定に基づき、次のとおり告示する｡ 

  令和５年８月４日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調査の名称 

鳥取県産業廃棄物実態調査 

２ 調査の目的 

令和４年度の鳥取県内における産業廃棄物の発生及び処理状況等の実態を把握し、産業廃棄物の適正な処理

等の推進に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

３ 調査対象の範囲 
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県内全域の事業所（農林漁業を除く。） 

４ 報告を求める事項及びその基準となる期間 

(１) 報告を求める事項 

ア 従業者数 

イ 元請完成工事高・解体工事請負金額（建設業）、製造品出荷額（製造業）又は病床数（医療機関） 

ウ 廃棄物等の種類、契約等ごとに次に掲げる事項 

(ア) 廃棄物等の年間発生量 

(イ) 自社での中間処理方法、処理後量、処理後の処分方法・処分先、再生利用用途・再生利用先 

 (ウ) 委託中間処理方法・処理先、処理後の処分方法・処分先・残さ量、再生利用用途・再生利用先 

 (２) その基準となる期間 

   令和４年４月１日から令和５年３月31日まで 

５ 報告を求める者 

産業分類別に従業者数等により設定した方法により抽出した事業所（農林漁業を除く。）約1,500箇所 

６ 報告を求めるために用いる方法 

  調査対象者に対して調査票を郵送し、調査票を鳥取県（調査委託業者）に返送させる方法で行う。 

７ 報告を求める期間 

令和５年８月28日から同年９月22日まで 

８ 調査票情報の保存期間 

  ５年間 

９ 結果の公表方法 

  鳥取県のホームページで公表する。 

                                                    

鳥取県告示第387号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅

サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和５年８月４日 

鳥取県西部総合事務所長 中  原  美 由 紀 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事

業所の名称 

指定に係る事

業所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

合同会社健

康塾 

エイジレス・

ライフ 

米 子 市 永 江

201－15 

令和５年７月７日 令和５年８月８日 福祉用具貸与、

特定福祉用具販

売 

                                                    

鳥取県告示第388号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

  令和５年８月４日 

鳥取県西部総合事務所長 中  原  美 由 紀 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事

業所の名称 

指定に係る事

業所の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

合同会社健

康塾 

エイジレス・

ライフ 

米 子 市 永 江

201－15 

令和５年７月７日 令和５年８月８日 介護予防福祉用

具貸与、特定介

護予防福祉用具

販売 



  令和５年８月４日 金曜日      鳥 取 県 公 報              第 9521 号   

- 4 - 

                                                    

公 告 

 鳥取県屋外広告物条例（昭和37年鳥取県条例第31号）第10条の10第１項の規定により、令和５年鳥取県屋外広

告物講習会を次のとおり開催する。 

  令和５年８月４日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 講習会の日時及び場所並びに講習の課程 

日  時 場  所 講 習 の 課 程 

令和５年10月24日（火） 

午前９時から午後４時40分まで 

鳥取県中部総合事務所 

１号館Ｂ棟２階 

第205会議室 

広告物に関する法令 

広告物の施工に関する事項 

広告物の表示の方法に関する事項 

２ 受講申込手続 

(１) 受講申込書の配布 

  受講申込書は、鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課、東部建築住宅事務所、八頭県土整備事務

所維持管理課、中部総合事務所環境建築局建築住宅課、西部総合事務所環境建築局建築住宅課及び日野振興

センター日野県土整備局維持管理課、鳥取市都市整備部都市企画課、鳥取市役所駅南庁舎、鳥取市各総合支

所（鳥取市国府町総合支所、鳥取市福部町総合支所、鳥取市河原町総合支所、鳥取市用瀬町総合支所、鳥取

市佐治町総合支所、鳥取市気高町総合支所、鳥取市鹿野町総合支所、鳥取市青谷町総合支所）並びに各市町

村役場並びに鳥取県のホームページ（https://www.pref.tottori.lg.jp/174019.htm）において配布する。 

(２) 受講申込書の受付期間 

   令和５年９月１日（金）から同月29日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日を除く。）  

   なお、郵便又は信書便による申込みは、令和５年９月29日（金）までの消印又は信書便の役務のうち消印

に準ずるもののあるものに限り受け付ける。 

(３) 受講申込書の提出先 

ア 郵送等による場合 

〒680－8571 鳥取市幸町71 鳥取市都市整備部都市企画課都市計画係 

イ 持参による場合 

   鳥取市幸町71 鳥取市都市整備部都市企画課（鳥取市役所本庁舎５階54番窓口） 

３ 受講手数料及び納付方法 

 受講手数料は 4,400円とし、受講申込書の受付後に送付される納付書により納付すること。 

４ 講習の課程の一部免除 

鳥取県屋外広告物条例施行規則（昭和37年鳥取県規則第50号）第13条第２項の規定により、講習会における

講習の課程のうち広告物の施工に関する事項の課程の免除を受けようとする者は、同項各号のいずれかに該当

することを証する免状等の写しを受講申込書に添付すること。 

５ 問合せ先 

  鳥取県生活環境部くらしの安心局まちづくり課開発規制担当（電話0857－26－7234） 

  鳥取市都市整備部都市企画課都市計画係（電話0857－30－8342） 

６ その他 

  この講習会は、令和５年鳥取県・鳥取市屋外広告物講習会として、鳥取市との合同により開催する。 

                                                    

調 達 公 告 

総合評価一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
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定める政令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和５年８月４日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  ノートパソコン 1,853台 

２ 契 約 方 式  総合評価一般競争入札 

３ 落 札 日  令和５年６月１日 

４ 落札者の名称及び所在地  ケーオウエイ・日通リース＆ファイナンス共同企業体 

               米子市両三柳328 

５ 落 札 金 額  月額6,189,590円（消費税及び地方消費税の額を含む｡） 

６ 入 札 公 告 日  令和５年４月18日 

７ 落 札 方 式  総合評価落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県政策戦略本部デジタル局デジタル改革課 

及び所在地         鳥取市東町一丁目220 

 


